
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
の
禁
止

（
環
境
・
水
政
策
課
）

一

�
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定

（

〃

）

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

二

�
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
二
件
）

（
水

産

課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
五
件
）

（
道
路
保
全
課
）

四

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（

〃

）

六

�
海
岸
保
全
区
域
の
指
定

（
港

湾

課
）

七

�
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金

融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
改
正

（
二
件
）

（
審

査

課
）

公

告

�
平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
五
百
七
号
（
一
般
競
争
入
札
の
実
施
）
の
一
部
訂
正

（
環
境
管
理
課
）

八

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

九

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
五
件
）

（
農
村
整
備
課
）

�
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
建
設
業
者
（
土
木
監
理
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
建

築

課
）

一
〇

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了

（

〃

）

一
一

公
安
委
員
会
規
則

�
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

対
象
狩
猟
鳥
獣

オ
ス
ヤ
マ
ド
リ

二

捕
獲
禁
止
区
域

小
豆
郡
一
円

三

捕
獲
禁
止
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

名
称

阿
弥
陀
越
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

区
域

阿
弥
陀
越
鳥
獣
保
護
区
全
域

三

存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

四

保
護
に
関
す
る
指
針

１

指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２

指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
森
林
、
湿
地
、
岩
場
な
ど
、
変
化
に
富
ん
だ
地
形
で
あ
り
、
マ
ツ
を
主
体
と
し
た

混
合
林
で
、
ク
ヌ
ギ
、
ア
ベ
マ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
や
シ
ダ
類
も
群
生
し
て
い
る
。

第９０号

平 成１６年

１１月１２日（金曜日）

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

一



付
近
に
は
、
休
暇
村
讃
岐
五
色
台
、
香
川
県
自
然
科
学
館
、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
、
五
色

台
少
年
自
然
の
家
な
ど
の
施
設
が
あ
り
、
当
該
区
域
内
に
整
備
さ
れ
た
一
周
約
二
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
野
鳥
の
森
観
察
路
は
、
中
学
生
を
対
象
と
し
た
野
外
体
験
学
習
の
フ
ィ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。

一
年
中
、
二
十
種
前
後
の
野
鳥
が
観
察
で
き
、
野
鳥
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
そ
の
保
全
を
図
る
。

３

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
行
う
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
、
鳥
獣
の
生
息

を
阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理

を
実
施
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
三
三
八
四

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

そ
よ
の
里

高
松
市
多
肥
上
町
五
〇
四

番
二

有
限
会
社
そ
よ
風

代
表
取
締
役

中
川
匡

高
松
市
福
岡
町
三
丁
目
一

五
番
三
八
号

平
成
十
六
年

十
一
月
一
日

訪
問
介
護

沿
岸
名

漁
港
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

讃
岐
阿

波
沿
岸

乃
生
漁

港

乃
生
漁
港
海

岸

一

指
定
場
所

坂
出
市
王
越
町
乃
生
字
飛
地
、
西
脇
地
先

二

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
基
点

六
、
基
点
七
、
基
点
八
、
基
点
九
、
基
点
一
〇
、
基
点
一
一
、

基
点
一
二
、
基
点
一
三
、
基
点
一
四
、
基
点
一
五
、
基
点
一

六
、
基
点
一
七
、
補
助
点
五
、
補
助
点
四
、
補
助
点
三
、
補

助
点
二
、
補
助
点
一
、
基
点
一
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線

で
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
角
度
の
表
示
は
、
方
向
角
と

す
る
。
）

基
点
一

坂
出
市
王
越
町
乃
生
字
飛
地
無
番
地
内
の
鋲

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
三
六
度
〇
〇
分
、
八
・
五
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
五
一
度
〇
〇
分
、
三
六
・
一
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
六
四
度
〇
〇
分
、
〇
・
三
メ
ー
ト

ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
二
度
三
〇
分
、
一
五
・
一
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
一
八
度
〇
〇
分
、
三
・
五
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
六
三
度
〇
〇
分
、
三
一
・
七
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
二
五
三
度
〇
〇
分
、
一
・
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
七
六
度
三
〇
分
、
一
八
・
六
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
九
〇
度
〇
〇
分
、
三
・
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
一
五
六
度
〇
〇
分
、
九
・
三

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
七
七
度
〇
〇
分
、
〇
・
二
メ

ー
ト
ル
の
地
点

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

昭
和
三
十
六
年
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
表
の
う
ち
、
燧
灘
の
部

大
浜
漁
港
の
款
は
、
当
該
指
定
を
廃
止
す
る
の
で
、
同
告
示
を
改
正
し
削
除
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
一
七
〇
度
〇
〇
分
、
六
一
・

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
一
七
〇
度
三
〇
分
、
二
三
・

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
一
七
一
度
三
〇
分
、
一
三
・

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
一
七
五
度
〇
〇
分
、
四
一
・

四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
一
七
六
度
〇
〇
分
、
三
六
・

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
四
六
度
〇
〇
分
、
五
〇
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
六
か
ら
七
七
度
三
〇
分
、
五
〇
・
二
メ

ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
一
〇
か
ら
八
四
度
三
〇
分
、
五
二
・
七

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
一
五
か
ら
九
〇
度
三
〇
分
、
五
一
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
五

基
点
一
七
か
ら
八
六
度
三
〇
分
、
五
〇
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

沿
岸
名

漁
港
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

燧
灘
沿

岸

大
浜
漁

港

大
浜
漁
港
海

岸

一

指
定
場
所

（
波
止
�
地
区
）

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
大
�
、
字
小
�
地
先

（
大
浜
地
区
）

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
本
郷
、
字
丸
山
地
先

（
鴨
の
越
地
区
）

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
丸
山
、
字
九
町
八
反
地
先

（
名
部
戸
地
区
）

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
浜
地
先

二

指
定
区
域

（
波
止
�
地
区
）

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
補
助
点
三
―
一
、
補
助
点

一
―
一
、
基
点
一
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た

区
域

（
大
浜
地
区
）

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
基
点

六
、
基
点
七
、
補
助
点
七
―
一
、
補
助
点
一
―
一
、
基
点
一

を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

（
鴨
の
越
地
区
）

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
基
点

六
、
基
点
七
、
補
助
点
七
―
一
、
補
助
点
一
―
一
、
基
点
一

を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

（
名
部
戸
地
区
）

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
補
助
点
四
―
一
、

補
助
点
二
―
一
、
補
助
点
一
―
一
、
基
点
一
を
順
次
に
直
線

で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
角
度
の
表
示
は
、
方
向
角
と

す
る
。
）

（
波
止
�
地
区
）

基
点
一

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
大
�
甲
二
一
二
六

の
二
番
地
地
先
の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
八
〇
度
三
〇
分
、
七
四
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
一
八
度
三
〇
分
、
六
三
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三
―
一

基
点
三
か
ら
二
〇
九
度
三
〇
分
、
五
五

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
六
号

三

道
路
の
区
域

補
助
点
一
―
一

基
点
一
か
ら
一
七
一
度
三
〇
分
、
五
五

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
大
浜
地
区
）

基
点
一

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
本
郷
甲
二
五
三
二

番
地
地
先
の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
五
五
度
三
〇
分
、
一
二
〇
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
五
五
度
〇
〇
分
、
一
二
九
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
六
〇
度
〇
〇
分
、
二
四
二
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
七
度
三
〇
分
、
七
五
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
六
六
度
〇
〇
分
、
一
七
七
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
八
五
度
三
〇
分
、
四
〇
・
五
メ

ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
七
―
一

基
点
七
か
ら
二
五
七
度
〇
〇
分
、
一
五

〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一
―
一

基
点
一
か
ら
二
三
五
度
三
〇
分
、
三
〇

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
鴨
の
越
地
区
）

基
点
一

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
丸
山
乙
一
六
三
番

地
地
先
の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
〇
度
〇
〇
分
、
一
九
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
〇
八
度
〇
〇
分
、
一
〇
〇
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
三
六
度
〇
〇
分
、
六
七
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
四
度
〇
〇
分
、
五
二
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
六
三
度
三
〇
分
、
五
四
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
七
九
度
三
〇
分
、
二
六
・
五
メ

ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
七
―
一

基
点
七
か
ら
二
五
六
度
〇
〇
分
、
九
四

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一
―
一

基
点
一
か
ら
二
〇
四
度
〇
〇
分
、
六
六

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
名
部
戸
地
区
）

基
点
一

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
浜
二
四
二
八
の

一
七
番
地
地
先
の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
一
一
度
〇
〇
分
、
一
〇
七
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
三
七
度
〇
〇
分
、
二
三
九
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
一
六
度
〇
〇
分
、
六
・
五
メ
ー

ト
ル
の
地
点

補
助
点
四
―
一

基
点
四
か
ら
二
五
四
度
〇
〇
分
、
八
三

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二
―
一

基
点
二
か
ら
二
一
五
度
〇
〇
分
、
八
二

・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一
―
一

基
点
一
か
ら
二
〇
一
度
〇
〇
分
、
八
〇

・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

宮
尾
高
瀬
線
（
二
百
二
十
一
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

太
田
上
町
志
度
線
（
百
四
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
大
池
ノ
内

一
四
七
九
番
三
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
柿
ノ
木
谷

三
八
六
〇
番
地
先
ま
で

前

二
六
・
五

〜
三
五
・
〇

三
六

交
通
安
全
施

設
事
業
に
よ

る
現
道
拡
幅

後

二
八
・
五

〜
三
七
・
〇

三
六

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
高
瀬
町
下
勝
間
字
加
茂
二
七
八

三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
高
瀬
町
下
勝
間
字
加
茂
二
七
八

〇
番
一
地
先
ま
で

前

九
・
〇

〜九
・
二

一
六

道
路
改
良
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

二
〇
・
〇

〜
二
一
・
〇

一
六

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
太
田
上
町
字
茶
園
九
七
五
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
多
肥
下
町
字
本
村
二
五
八
番
一

地
先
ま
で

前

六
・
五

〜
一
五
・
八

一
、
一
一
五

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
バ

イ
パ
ス
建
設

高
松
市
太
田
上
町
字
茶
園
九
七
五
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
多
肥
下
町
字
本
村
二
五
八
番
一

地
先
ま
で

六
・
五

〜
一
五
・
八

一
、
一
一
五

高
松
市
鹿
角
町
字
上
東
原
二
四
番
一
地

先
か
ら

高
松
市
太
田
上
町
字
今
原
三
八
四
番
四

地
先
ま
で

後

二
五
・
六

〜
六
三
・
二

八
〇
二

高
松
市
多
肥
上
町
字
北
原
一
六
二
番
六

地
先
か
ら

高
松
市
多
肥
上
町
字
平
塚
一
一
〇
四
番

二
地
先
ま
で

二
六
・
二

〜
四
九
・
〇

四
六
五

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

五



●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

中
徳
三
谷
高
松
線
（
四
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

高
松
香
川
線
（
二
百
八
十
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年

十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

大
浜
仁
尾
線
（
二
百
三
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
多
肥
上
町
字
松
ノ
内
九
八
二
番

一
地
先
か
ら

高
松
市
多
肥
上
町
字
平
塚
一
一
〇
八
番

一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
四

〜
一
三
・
四

一
七
九

太
田
上
町
志

度
線
バ
イ
パ

ス
建
設
に
伴

う
交
差
点
改

良

後

一
〇
・
四

〜
一
四
・
〇

一
七
九

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

高
松
市
太
田
上
町
字
上
免
四
〇
五
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
太
田
上
町
字
高
洲
三
一
九
番
五

地
先
ま
で

前

一
〇
・
〇

〜
一
四
・
二

一
九
四

太
田
上
町
志

度
線
バ
イ
パ

ス
建
設
に
伴

う
交
差
点
改

良

後

一
〇
・
六

〜
一
六
・
〇

一
九
四

変

更

前
後
別

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
谷
乙
四

一
六
番
三
地
先
ま
で

四
・
〇

〜七
・
五

一
六
〇

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
十
三
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

及
び
追
加
区

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

六



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

前

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
三
三
地
先
ま
で

一
二
・
〇

〜
一
四
・
〇

八

域
の
供
用
開

始

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
二
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
谷
乙
四

一
六
番
三
地
先
ま
で

九
・
〇

〜
二
七
・
八

六
四

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
谷
乙
四

一
六
番
三
地
先
ま
で

四
・
〇

〜七
・
五

一
六
〇

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
三
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
三
三
地
先
ま
で

一
二
・
〇

〜
一
四
・
〇

八

後

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
三
三
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
二
地
先
ま
で

九
・
〇

〜
一
二
・
〇

一
〇
五

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
小
�
甲
二

〇
九
八
番
二
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
西
谷
乙
四

一
六
番
三
地
先
ま
で

九
・
〇

〜
二
七
・
八

六
四

沿
岸
名

海
岸
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

讃
岐
阿

波

直
島
港

家
島
東

一

指
定
場
所

香
川
郡
直
島
町
家
島
二
九
八
六
番
一
か
ら
香
川
郡
直
島
町

家
島
二
九
八
四
番
二
ま
で

二

指
定
区
域

基
点
一
と
基
点
二
と
を
結
ん
だ
線
、
基
点
一
と
補
助
点
一

と
を
結
ん
だ
線
、
補
助
点
一
と
補
助
点
二
と
を
結
ん
だ
線
、

補
助
点
二
と
基
点
二
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ

り
、
角
度
の
表
示
は
、
真
方
位
と
す
る
。
）

基
点
一

四
等
三
角
点
向
島
（
北
緯
三
四
度
二
八
分
〇
六

・
三
五
六
七
秒
、
東
経
一
三
四
度
〇
〇
分
二
四
・

九
二
四
三
秒
）
か
ら
三
〇
八
度
四
七
分
、
九
三
六

・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
二
四
〇
度
一
二
分
、
二
〇
四
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
一
〇
〇
度
〇
〇
分
、
一
三
〇
・

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
二
か
ら
一
五
五
度
〇
〇
分
、
八
四
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

七



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

三

収
納
代
理
金
融
機
関

２

収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
並
び
に
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
高

「

「

松
信
用
金
庫
の
項
中

広

場

支

店

高

松

市

金

蔵

及
び

」

寺
支
店

善

通

寺

市

を
削
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
号

昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
が
取

り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十

六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二

指
定
代
理
金
融
機
関

２

指
定
代
理
金
融
機
関
の
店
舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
備
考

指
定
代

理
金
融
機
関
香
川
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
を
代
理
す
る
農
業
協
同
組
合
の
名
称
並
び
に
店

「

舗
の
名
称
及
び
位
置
の
表
香
川
県
農
業
協
同
組
合
の
項
中

郷
東
出
張
所

高

松

市

内
海
町
支
店

内

海

町

」

「

「
を

郷
東
出
張
所

高

松

市

に
、
「
安
田
支
店
」
を
「
内
海
支
店
」
に
、

池
田

小

」

「

「

三
都
支
店

池

田

町

豆
島
支
店

土

庄

町

を

池
田
三
都
支
店

池

田

町

に
、

財
田
上

高

瀬

」

」
「

黒
川
出
張
所

財

田

町

支

店

高

瀬

町

を

財
田
上
黒
川
出
張
所
財

田

町

に
改
め
る
。

」

」

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
四
号

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
五
百
七
号（
一
般
競
争
入
札
の
実
施
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二
の
２
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
三

十
日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格

付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月

九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
弦
打
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
相
作
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

公

告

町

名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

香
川
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
引
土
地
区

香
川
町
経
済
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
荒
北
西
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
上
嫁
坂
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

八



二
月
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地

改
良
事
業
小
山
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
直
島
町
が
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
琴
反
地
地
区
）
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
同
意
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
詫
間
・
仁
尾
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
農
地
防
災
事
業
）サ
オ
ミ
池
地
区
）

計
画
を
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
詫
間
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
詫
間
・
仁
尾
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
松
崎
東
北
浦
地

区
、
天
神
下
地
区
、
波
止
�
地
区
、
清
水
地
区
、
土
井
地
区
、
片
山
地
区
、
原
池
地
区
、
石
ケ
谷
地
区
、

中
筋
地
区
）
計
画
を
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仁
尾
町
産
業
振
興
課
及
び
詫
間
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か

ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
詫
間
・
仁
尾
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
農
地
防
災
事
業
）
小
池
地
区
、
丸

山
上
池
地
区
、
原
池
地
区
、
下
梅
花
池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仁
尾
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
詫
間
・
仁
尾
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）

千
代
地
区
、
丸
山
池
地
区
、
原
池
地
区
、
松
兼
池
地
区
、
平
原
地
区
、
朝
日
地
区
、
上
家
の
浦
地
区
）
計

画
を
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仁
尾
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土

地
改
良
事
業
（
県
営
詫
間
・
仁
尾
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
事
業
）
天
王
池
地
区
、

南
草
木
地
区
、
打
越
地
区
、
松
兼
地
区
）
計
画
を
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仁
尾
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
四
号

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

九



次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設

業
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
五
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
字
上
川
原
一
六
九
七
―
一
及
び
二
六
〇
四
―
一

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

商
号
又
は
名
称

所

在

地

代
表
者
名

許

可

番

号

有
限
会
社
ラ
イ
ム
ハ

ウ
ス

高
松
市
浜
ノ
町
三
八
番
地

一
三
号

辻

弘
司

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

四
）
第
六
五
一
二
号

有
限
会
社
大
至
工
業

高
松
市
新
田
町
岡
山
一
一

番
地
六

大
森

太

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

三
）
第
六
一
三
九
号

株
式
会
社
ヤ
マ
シ
タ

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

高
松
市
由
良
町
三
五
六
番

地
九

山
下

隆
治

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

三
）
第
五
八
八
八
号

有
限
会
社
福
谷
畳
製

作
所

高
松
市
西
山
崎
町
一
〇
〇

番
地
一

矢
野

実

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
三
七
九
〇
号

末
澤
建
設
株
式
会
社

高
松
市
木
太
町
二
一
九
二

番
地

末
澤

貴
博

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
五
七
〇
三
号

大
亀
建
設
株
式
会
社

高
松
市
西
植
田
町
七
〇
〇

番
地
一

赤
松

一
憲

香
川
県
知
事
許
可
（
特
―
十

二
）
第
一
九
九
九
号

有
限
会
社
佐
々
組

高
松
市
木
太
町
二
一
三
〇

番
地
一

佐
々

栄
二

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
六
一
二
二
号

日
本
グ
リ
ー
ン
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社

高
松
市
成
合
町
南
川
原
一

〇
三
九
番
地
二

宮
内

義
一
郎

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
六
七
九
〇
号

有
限
会
社
三
起
建
設

高
松
市
寺
井
町
二
二
五
番

地
四

清
川

良
子

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
一
八
二
二
号

株
式
会
社
サ
ン
リ
フ

ォ
ー
ム

高
松
市
香
西
東
町
四
二
三

番
地
一

小
山

勝

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

一
）
第
五
五
五
二
号

有
限
会
社
ク
レ
ア
シ

オ
ン
・
ニ
イ
チ

高
松
市
三
谷
町
四
三
一
七

番
地
三
八

吉
田

昭
一

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

一
）
第
六
九
七
五
号

株
式
会
社
中
村
組

木
田
郡
三
木
町
大
字
田
中

四
一
七
三
番
地

中
村

高
夫

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

三
）
第
五
七
一
七
号

有
限
会
社
鹿
野
組

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高

岡
五
八
八
番
地

鹿
野

博

香
川
県
知
事
許
可
（
特
―
十

二
）
第
八
八
五
号

有
限
会
社
毛
谷
建
設

小
豆
郡
内
海
町
草
壁
本
町

一
七
六
番
地
の
七

毛
谷

隆
治

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

三
）
第
九
九
七
号

株
式
会
社
竹
下
土
木

丸
亀
市
郡
家
町
九
五
五
番

地
の
一

竹
下

信
儀

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
三
〇
〇
七
号

株
式
会
社
イ
ン
テ
リ

ア
お
か
だ

丸
亀
市
原
田
町
一
六
七
二

番
地
一

岡
田

義
正

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
三
六
一
七
号

森
本
建
設
有
限
会
社

綾
歌
郡
宇
多
津
町
一
七
八

一
番
地
三
六

山
本

勝
晴

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
二
一
四
四
号

有
限
会
社
後
藤
組

三
豊
郡
山
本
町
大
字
大
野

一
二
一
四
番
地
一

後
藤

宣
浩

香
川
県
知
事
許
可
（
般
―
十

二
）
第
一
九
五
〇
号

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

一
〇



高
松
市
一
宮
町
一
六
八
六
―
六

株
式
会
社
塵
芥
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

平
尾
範
明

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
字
子
烏
八
七
九
―
一
、
八
八
〇
、
八
八
一
―
二
、
八
八
二
―
一
及
び
同
地
先

水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
多
肥
下
町
三
五

株
式
会
社
ロ
ー
タ
リ
ー
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

増
元
浩
二

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
字
子
烏
八
七
九
―
一
、
八
八
〇
、
八
八
一
―
二
、
八
八
二
―
一
及
び
同
地
先

水
路

二

工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１

道
路

道
路
（
有
効
幅
員
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
、
延
長
七
〇
・
一
六
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
字
子
烏
八
七
九
―
一
の
一
部
、
八
八
一
―
二
の
一
部
及
び
八
八
二
―
一
の

一
部

２

排
水
施
設

排
水
管
（
直
径
二
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
六
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
字
子
烏
八
七
九
―
一
の
一
部
、
八
八
一
―
二
の
一
部
及
び
八
八
二
―
一
の

一
部

三

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
多
肥
下
町
三
五

株
式
会
社
ロ
ー
タ
リ
ー
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

増
元
浩
二

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川

県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
観
音
寺
警
察
署
の
項
中
「
三
本
松
町
四
丁
目
」
の
下
に
「
、
茂
木
町
一
丁
目
、
茂
木
町
二

丁
目
、
茂
木
町
三
丁
目
、
茂
木
町
四
丁
目
、
茂
木
町
五
丁
目
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

一
一
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平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日

（
第
九
一
八
四
号
）

一
二


